
大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱 

                           制定 平成 25年４月１日 

 

１ 趣旨 

この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号。以下「市規

則」という。）に定めるもののほか、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金（以

下「訓練給付金」という。）の支給にかかる申請、決定等について必要な事項を定め

る。 

 

２ 目的 

母子家庭の母又は父子家庭の父（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律

第 129 号。以下「法」という。）第６条第１項又は第２項に定める配偶者のない者で

現に児童（20歳に満たないものをいう。）を扶養しているもの。以下「ひとり親」と

いう。）の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、ひとり親家庭の自立の促進

を図ることを目的とする。 

 

３ 定義 

  この要綱において、訓練給付金とは、法第 31 条第１号に規定する母子家庭自立支

援教育訓練給付金及び法第 31 条の 10 において準用する法第 31 条第１号に規定する

父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。 

 

４ 対象者 

訓練給付金の支給対象者は、大阪市内に居住し、対象講座の指定申請時及び訓練給

付金の支給申請時において、ひとり親であって、次の受給要件の全てを満たす者とす

る。 

令和６年８月 29 日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件につい

ては、（１）の規定は適用しない。 

（１）「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成 26年９月 30

日雇児発 0930 第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく母子・

父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けているものであること 

（２）支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況

などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると

認められるものであること 

 

５  対象講座 

対象講座は、次の講座とする。 



（１）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）及び雇用保険法施行規則（昭和 50 年労

働省令第３号）の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「一般教

育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が市の実情に

応じて対象とする講座 

（２）雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育

訓練給付金（以下「特定一般教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及

びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座（専門資格の取得を目的と

する講座に限る。） 

（３）雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育

訓練給付金（以下「専門実践教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及

びこれに準じ市長が市の実情に応じて対象とする講座（専門資格の取得を目的と

する講座に限る。）（以下「指定教育訓練」という。） 

 

６  支給額等 

訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

（１）受講開始日現在において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金

の支給を受けることができない受給資格者（５（１）及び（２）の講座を受講す

る者） 

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用（入学料及び受講

料に限る。）の額に 100 分の 60 を乗じて得た額（その額が 20 万円を超えるとき

は、20 万円とし、12 千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものと

する。） 

（２）受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができ

ない受給資格者（指定教育訓練を受講する者（（３）に掲げる者を除く。） 

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用（入学料及び受講

料に限る。）の額に 100 分の 60 を乗じて得た額（その額が修学年数に 40 万円を

乗じて得た金額を超えるときは、修学年数に 40 万円を乗じて得た額（この場合

160万円を超えるときは、160万円）とし、その額が 12千円を超えない場合は訓

練給付金の支給は行わないものとする。） 

（３）受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができな

い受給資格者（指定教育訓練を受講する者）（当該教育訓練を修了した日の翌日

から起算して１年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教

育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に就職等した（当該教育訓練修

了時点で就職等している場合を含む）者に限る。） 

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用（入学料及び受講



料に限る。）の額に 100 分の 85 を乗じて得た額（その額が修学年数に 60 万円を

乗じて得た額を超えるときは、修学年数に 60 万円を乗じて得た額（この場合 240 

万円を超えるときは、240 万円）とし、その額が 12 千円を超えない場合は訓練

給付金の支給は行わないものとする。） 

（４）受講開始日現在において６（１）から（３）以外の受給資格者 

前各号に定める額から雇用保険法第 60 条の２第４項の規定により当該受給資

格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしく

は専門実践教育訓練給付金（以下「教育訓練給付金」という。）の額を差し引い

た額（その額が 12 千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとす

る。） 

令和６年８月 29 日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、

なお従前の例によることとする。 

 

７  事前相談の実施 

受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親からの相談に応じると

ともに、受給要件について把握しておくこととする。 

事前相談においては、当該ひとり親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとと

もに、当該ひとり親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を

受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とす

るなど、受講の必要性について十分把握することとする。 

  また、受講開始から受講修了までの間に、当該ひとり親に必要な生活支援、就業支

援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと

とする。 

  当該ひとり親が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、

母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介することとする。 

 

 

８  受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続 

（１）受給要件の審査、対象講座の指定 

訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、「大

阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」（様式第１

号）（以下「受講対象講座指定申請書」という。）を提出し、受講開始前にあらか

じめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。 

（２）指定申請時の審査 

市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速

やかに、対象講座の指定の可否の決定をする。 



（３）教育訓練の講座の指定通知 

市長は、前号の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親に通

知しなければならない。なお、対象講座の指定を行った場合には、「大阪市ひと

り親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書」（様式第２号）（以下

「受講対象講座指定通知書」という。）により当該ひとり親に通知する。なお、

訓練給付金の支給方法について９（５）の規定を適用する場合は、その旨を通知

することとする。 

（４）受講対象講座指定申請書の添付書類 

受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、

公簿等（マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。）によって確認す

ることができる場合は、添付書類を省略することができる。 

ア 当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けているこ

とを証する書類 

ウ 住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

（講座の受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無が確認でき

る証明） 

エ 受講講座の案内書（受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの 

（５）受講対象講座指定申請書の提出期限 

訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前

に提出しなければならない。 

（６）受給要件の審査 

受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、「大阪市ひとり親家庭自立支援

給付金事業受給要件審査会議」に諮るなど、その緊急性や必要性について考慮し

て判定する。 

（７）受給要件の審査に係る留意事項 

ア 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて 

訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととする

ため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認することと

する。 

イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて 

過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、

求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他

制度における受給状況を十分聴取して、本制度の利用が資格取得や適職への就職

に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えない。 

ウ 教育訓練給付金の受給資格の確認について 



訓練給付金の支給を受けようとする者の、希望する講座の受講開始日現在にお

ける教育訓練給付の受給資格の有無については、「教育訓練給付金支給要件回答

書」によって確認すること。 

（８）対象講座について 

   対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座

が当該ひとり親が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこととする。

また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。 

（９）受講の中止について 

   受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、「大阪市

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座受講中止届」（様式第４号）に

より届出を行うこととし、市長は、受講対象講座の取消しを行った旨を「大阪市

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定取消通知書」（様式第５

号）により通知する。 

（10）特に支援が必要と認められる者への取扱いについて 

   就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、母子・

父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等に

より、受講状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供するこ

とや関係機関等との連絡調整を図ることにより、受給対象者の自立が効果的に図

られるよう支援に取り組むこととする。 

 

９  訓練給付金の支給等 

（１）支給申請 

ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長

に対して、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書」（様式第６

号）（以下「支給申請書」という。）を提出しなければならない。 

イ 市長は、支給申請書を受理した場合、当該ひとり親が支給要件に該当している

かを調査して、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、「大阪

市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」（様式第７号）により、

また、不支給の決定を行ったときは、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付

金不支給決定通知書」（様式第８号）により、それぞれ当該ひとり親に通知しなけ

ればならない。 

（２）支給申請の期限 

支給申請は、受講修了日から起算して 30日以内に行わなければならない。 

なお、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受ける

ことができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育

訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。 



ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。 

（３）支給申請書の添付書類等 

支給申請書の提出に際しては、市規則第４条の市長が必要と認める添付書類と

して、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認するこ

とができる場合は、添付書類を省略することができる。 

ア 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住

民票の写し 

イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていること

を証する書類（ただし、令和６年８月 29日までに教育訓練講座の指定を受けたも

のを除く。） 

ウ 受講対象講座指定通知書 

エ 教育訓練施設の長が発行する「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練修了証明

書」（様式第９号）（以下「修了証明書」という。）又は、その施設の修了認定基準

に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する証明書であって修了証明書と同内

容のもの若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成している

ことを証明する受講証明書（９（６）によって支給する場合に限る。） 

オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領

収書 

カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給

付金支給・不支給決定通知書」 

（４）支給決定の期間 

訓練給付金の支給の決定又は支給しない旨の決定にあたり、市規則第５条第４

項の通常要すべき標準的な期間は、30 日とする。ただし、前述の規定は、申請に

添付すべき書類が全て到達している場合にのみ適用し、申請に添付すべき書類が

到達していない場合については、すべての書類到着後（申請内容を補正するため

の期間は除く。）の翌日から 30 日以内に訓練給付金の支給の決定又は支給しない

旨の決定をするものとする。 

（５）訓練給付金の支給の審査に係る留意事項  

受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けて

いない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむ

を得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に

就く観点から適当と認められる場合には、本要綱８に関わらず、教育訓練講座の

指定を受けたものとみなして差し支えない。  

（６）支給方法の特例（６（２）に規定する者に対する支給に限る。） 

訓練給付金の支給について、支給単位期間（雇用保険法施行規則第 101 条の２の 12 

第４項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。）ごとの支給を決定することがで



きるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し

受講証明書（雇用保険法施行規則第 101 条の２の４に規定する受講証明書をいう。以

下同じ。）の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、

その支給方法を決定すること。 

 

10 訓練給付金の追加支給等 

（１）支給申請 

ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓

練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して一

年以内に就職等した後に、市長に対して、「大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練

給付金支給申請書（追加支給用）（以下「支給申請書（追加支給用）」という。）」（様

式第 10号）を提出すること。 

イ 市長は、支給申請を受けた場合、当該ひとり親が支給要件に該当しているかを

調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。 

市長は、この決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該ひとり親に通知し

なければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せて

これを本人に通知すること。 

（２）支給申請の期限 

支給申請書（追加支給用）の提出は、対象教育訓練を修了し、資格取得し、かつ、

受講修了日から起算して１年以内に就職等した日から 30 日以内に行わなければな

らない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者に

ついては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して 30 日以内に

行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでは

ない。 

（３）支給申請書の添付書類等 

支給申請書（追加支給用）の提出に際しては、次の書類を添付しなければならな

い。 ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させる

こととして差し支えない。 

ア 当該ひとり親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し 

イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを

証する書類（ただし、令和６年８月 29 日までに教育訓練講座の指定を受けたもの

を除く。） 

ウ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓

練の修了を認定する教育訓練修了証明書 

エ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領

収書 



オ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給

付金支給・不支給決定通知書」 

カ 当該ひとり親が資格の取得をしたことを証明する書類 

 

11 支給の時期 

  市長は、給付金の支給を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね 30

日以内に給付金を支給するものとする。 

 

12 経過措置 

 （１）平成 29 年４月１日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講

開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を

受ける必要がある。雇用保険法第 60 条の２第４項の規定により一般教育訓練に

係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成 29 年４月１日以後に訓練給付金

の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに

対象講座の指定を受けるものとする。 

 （２）令和３年７月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に

際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改

正する政令（令和２年政令第 381号）による改正前の母子及び父子並びに寡婦福

祉法施行令（昭和 39 年政令第 224 号）において寡婦控除又は寡夫控除のみなし

適用者（平成 29 年所得から令和元年所得において地方税法（昭和 25 年法律第

226号）第 23条第１項第 11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻

をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み

替えた場合において同号イに該当する所得割（同項第２号に規定する所得割をい

う。）の納税義務者（同項第 13号に規定する合計所得金額が 125万円を超える者

に限る。）及び同項第 12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をして

いない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替え

た場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第 34 条第１項

第８号に規定する控除を受ける者をいう。）であったときは、当該母子家庭の母

又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生

計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添

付するものとする。 

 

12 補則 

この要綱に定めるもののほか、訓練給付金の支給に関し必要な事項は別途定める。 



 

附則 

この要綱は、平成 25年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成 26年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成 26年 10月１日から実施する。 

この要綱は、平成 28年１月１日から実施する。 

この要綱は、平成 28年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成 29年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成 30年４月１日から実施する。 

附則 

１ この要綱は、平成 30年８月３日から施行し、同年８月１日から適用する。 

２ 平成 30 年 8 月１日より、新たに８(４)ウの寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対

象者となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由に

よる場合は８(１)の規定によらず、講座終了までにすみやかに対象講座の指定を受け

るものとする。適用は平成 31年３月 31日までとする。 

附則 

この要綱は、平成 30年 11月 15日から施行し、同年 11月１日から適用する。 

附則 

１ この要綱は、令和元年５月 17日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

２ 平成 31年４月１日より、５（３）の講座を受講している者については、すみやかに申

請するものとするが、やむを得ない事由による場合は８（１）の規定によらず、講座終

了までにすみやかに対象講座の指定を受けるものとする。適用は令和元年 12 月 31 日ま

でとする。 

附則 

この要綱は、令和元年８月９日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和元年 12月５日から施行し、令和元年７月１日から適用する。 

附則 

 この要綱は、令和４年７月 22日から施行し、令和４年４月１日より適用する。 

附則 

 この要綱は、令和４年 12月８日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和６年 10月 21日から施行し、令和６年８月 30日より適用する。 

附則 

 この要綱は、令和７年６月２日から施行し、令和６年 10月１日より適用する 


